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陳情第１号 

 

県立高等学校教育改革に係る件について 

 

１ 「青森県立浪岡高等学校存続等を求める要望書」の件 

 

 ・提出者住所  青森県青森市長島１丁目１番１号 

 

 ・提出者氏名  青森県議会議員 鹿内 博 外２名 

 

・受理年月日  令和３年１０月２１日 
 
 

２ 「青森県立高等学校地域校の基本方針に係る猶予期間の設定を求める要望

書」の件 

 

 ・提出者住所  青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸３２１番地 

 

 ・提出者氏名  地域校立地町村連絡協議会会長 平田 衛 外３名 

 

・受理年月日  令和３年１０月２９日 
 
 

３ 「青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（案）に対する要望

書」の件 

 

 ・提出者住所  青森県青森市長島１丁目１番１号 

 

 ・提出者氏名  青森県議会議員 川村 悟 外２名 

 

・受理年月日  令和３年１０月２９日 
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議案第１号 

青森県スポーツ推進審議会委員の人事について 

青森県スポーツ推進審議会委員の人事を次のとおり行う 

大 野 智 子 

小山内 睦 子 

川 畑 智 子 

澤 田 孝 賴 

鹿 内   葵 

下川原 堅 藏 

津 田 英 一 

中 嶋 亜 弥 

成 田 一二三 

迫   祐 子 

東 山 国 男 

船 場 亜 希 

法 官 新 一 

本 間 正 行 

増 田 あけみ 

目 澤 伸 一 

六 角 正 人 

青森県スポーツ推進審議会委員を委嘱する 

任期は令和３年１１月１３日から令和５年１１月１２日までとする 

令和３年１１月１３日 

青森県教育委員会 
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［その他］ 
 
 
 
 

青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（案）に関する 

地区懇談会における意見等について 

 

 

 

別冊１：青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（案）に関する 

地区懇談会における意見等について（令和３年８月３１日までに寄 

せられた意見等） 

 

別冊２：青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（案）に関する 

地区懇談会における意見等について（令和３年９月１日以降に寄せ 

られた意見等） 

 

別冊３：青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（案）に関する 

意見等を踏まえたこれまでの検討状況について 
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［その他］ 

職員の懲戒処分の状況について 

令和３年１１月（１０月１日～１０月３１日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被 処 分 者  中南地域弘前市の小学校 教諭（４８歳 女性） 

    ②事件の概要等  人身事故（治療期間が１５日以上３０日未満）、信号

無視 

・ 平成２９年１２月２７日（水）午前１０時２０分頃 

・ 南津軽郡田舎館村内の国道 

・ 自動車を運転中、雪のため赤信号を認識するのが遅れ、ブレーキを

踏んだが止まりきれずに交差点に進入したため、左側から同交差点に

進入してきた自動車と衝突したもの。 

・ 事故の相手方（男性１名（運転者）、女性１名（同乗者） 運転者

は１５日未満の加療、同乗者は１５日以上３０日未満の加療） 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和３年１０月１日 
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参 考 資 料

第８７４回定例会（令和３年１１月）

●陳情第１号

県立高等学校教育改革に係る件について P1～P15

●議案第１号

青森県スポーツ推進審議会委員の人事について P16～P17
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地域校立地4町村による地元高校への支援体制の紹介

作成：地域校立地町村連絡協議会

◇県立鰺ヶ沢高等学校

［鰺ヶ沢高等学校支援事業］

▽連携事業

→令和元年6月12日、鰺ヶ沢町と鰺ヶ沢高校の連携協定締結

１）鰺ヶ沢高校SBP研究会事業への支援〔実行委員会への負担金：1,500千円〕

⇒胸キュンプロジェクトによるポスター制作（令和2年度全国SBP交流フェアプレゼン

テーション全国2位）、力士くんおやき販売促進など

２）鰺高ECみらい塾開講〔事業費：684千円〕

⇒楽天市場出店の地元企業販売ページの共同作成など

３）中高連携事業（鰺中と鰺高との合同運動会の実施＝6/26、授業･教員交流＝検討中）

４）広報あじがさわによる鰺ヶ沢高校の紹介（毎月「鰺高通信」）

▽助成金事業

１）各種検定試験補助事業、２）部活動遠征費補助事業〔左記項目併せて交付額：500千円〕

３）入学時支援事業〔令和4年度から実施予定、予定予算額：840千円〕

◇県立大間高等学校

［大間高等学校支援事業］

▽中高連携〔予算額：11千円〕

１）授業公開、２）中学生体験入学などを実施、３）北通り地域中高連携協議会の設置

▽広報活動への財政的支援〔予算額：20千円〕

▽各種研修〔予算額：211千円〕

１）授業力向上研修、２）県外企業訪問

▽講演会･講座〔予算額：180千円〕

１）キャリア形成支援プログラム「大学生とカタル、キャリアサポート養成事業

▽教育活動〔予算額：1,300千円〕

１）ボランティア活動、２）各学年進路講習（学年別夏･冬講習、公務員講習）

３）進研模試、４）生徒の大学見学会、５）高校生のための学びの基礎診断

６）スタディサプリ利用料全額補助（学習動画配信サービス）

７）ICTを活用した学力向上事業委託（講師に係る諸費用）
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◇県立三戸高等学校

［三戸高等学校支援事業］

▽小中高連携事業

→平成２５年１月２３日三戸高等学校と町内全小中学校との連携協定締結

１）「三戸小学校寺子屋」学習支援ボランティア

⇒夏季休業中の小学生への高校生による学習支援

２）三戸小学校立志科授業「ようこそ先輩～三戸高校生から学ぶ～」

⇒高校生による地域活動や自らの夢や高校の勉強、部活等の発表

３）部活動の合同練習･発表

⇒吹奏楽部の合同練習と町内イベントでの発表、ソフトテニス部の合同練習

４）小中学校の行事支援

⇒杉沢小中学校の運動会や文化祭へのボランティア参加

▽支援事業〔総事業：3,000千円〕

１）資格取得費支援⇒英語検定、漢字検定など各種資格取得費への支援〔補助率：10/10〕

２）通学費支援⇒町外から通学する生徒の通学費への支援〔補助率：1/2〕

３）学習支援⇒学習動画配信サービス「スタディサプリ」利用者への支援〔補助率：10/10〕

４）部活動支援⇒部活動の遠征に要する費用についての支援〔補助率：10/10〕

◇県立六ヶ所高等学校

［六ヶ所高等学校支援事業］

▽村内企業研究会

・目的：郷土の企業に対する理解を深め、様々な職業の方から話を伺うことで働くことの意

義や大変さを知り、望ましい職業観・勤労観を身に付ける

・総括：3年間を通して研究会に臨むことにより、「働くことの意義」「自己の適性」「業務

内容」を深く学び、ミスマッチを防ぐことができ、将来就職してからも自分が企業

の一員として社会を支えているという自覚を持って従事することができる

▽通学バス運行委託〔年間委託費：83,678千円〕

・大型バス3台、マイクロバス2台

▽六ヶ所高校活性化対策協議会補助金〔補助金：2,519千円〕

１）スタディサプリ（学習動画配信サービス、対象:3学年）、

２）企業･大学等見学会（対象:1～2学年）、３）東北地区大学見学会（対象:1～2学年）、

４）進学学習（対象:1～2学年）、５）公務員試験対策講座、６）スポーツ講習会、

７）バス借上げ（対象:各種大会等）
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○青森県スポーツ推進審議会条例 
平成二十三年十月十七日 

青森県条例第四十四号 
(設置) 

第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づき、青森

県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
(所掌事務) 

第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツ基本法第十条第一項の地方スポー

ツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及び同法第三十五

条に規定するスポーツ団体に対する補助金の交付について意見を答申する。 
(組織) 

第三条 審議会は、委員十八人以内をもって組織し、その委員は、スポーツに関する学識

経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。 
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が

その職務を代理する。 
(会議) 

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
(委任) 

第五条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が

定める。 
附 則 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

(青森県スポーツ振興審議会条例の廃止) 
2 青森県スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年三月青森県条例第十四号)は、廃止する。 

(特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例

の一部改正) 
3 次に掲げる条例の規定中「スポーツ振興審議会委員」を「スポーツ推進審議会委員」

に改める。 
一 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)第一条

第七十九号及び別表第二 
二 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四

十三号)第一条第七十九号及び別表第三 
 

参 考 資 料 

議案第１号関係 
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育
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森
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公
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